
2021年6月23日（水曜日）
午前10時 受付開始：午前9時

開催日時

開催場所

議　　案

南魚沼市民会館 大ホール
新潟県南魚沼市六日町865番地

第1号議案  資本金の額の減少の件
第2号議案  取締役7名選任の件

6月22⽇（火曜⽇）午後5時30分まで

証券コード:1375

新型コロナウイルスの感染が拡大しています。株主総会
へのご出席を検討されている株主さまにおかれまして
は、株主総会開催⽇時点での流行状況やご自身の体調を
ご確認のうえ、マスク着用などの感染予防にご配慮いた
だき、ご来場くださいますようお願いいたします。

新型コロナウイルス感染防⽌に
関するお知らせ

株式会社 雪国まいたけ

書面、インターネットによる
議決権行使期限

招集ご通知
第4期 定時株主総会



株主の皆さまへ

株主の皆さまにおかれましては、平素より格別のご高配
を賜り、厚く御礼申し上げます。また、このたびの新型 
コロナウイルス感染拡大により罹患された方々及びご家族
の皆さまに対し心よりお見舞い申し上げるとともに、 
世界各国における感染症の一刻も早い終息をお祈り申し 
上げます。

株式会社雪国まいたけは、2020年9月17日、東京証券
取引所市場第一部に上場いたしました。これまでの皆さま
のご支援、ご高配に心より感謝申し上げます。株式上場を
機に役職員一同、決意を新たに、企業価値の持続的な向上
を目指すとともに、ステークホルダーの皆さまの期待に 
お応えすべく努力を重ねてまいる所存です。

当社グループは、中期経営計画に基づき、これまで長年
培ってきた当社の生産技術・ノウハウ、販売力を活かし、
プレミアムきのこ総合メーカーとしての基盤の確立を図っ
ております。これに加え、まいたけを中心としたきのこが
持つ機能性の開発と訴求により、安全・安心な製品を提供
することを通じて皆さまの健康に寄与し、健やかな社会の
実現に貢献すべく事業展開を図ってまいります。

株主の皆さまにおかれましては、今後とも一層のご支援
とご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

株式会社 雪国まいたけ
代表取締役社長

招集ご通知 
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1 日　　時 2021年６月23日（水曜日）午前 10 時（受付開始：午前 9 時）

2 場　　所
新潟県南魚沼市六日町865番地
南魚沼市民会館 大ホール

3 目的事項
報告事項

 1．第4期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）
　　事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び
　　監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2．第4期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）
　　計算書類報告の件

決議事項  第１号議案　　資本金の額の減少の件
 第２号議案　　取締役7名選任の件

4
議決権行使に
ついての
ご案内

当日ご出席いただけない場合は、書面またはインターネットにより事前に議決権を
行使いただきますようお願い申し上げます。なお、詳細につきましては、招集ご通
知5頁の【議決権行使についてのご案内】をご参照ください。

● 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。また、議事資料として本定時株主 
 　総会招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。
● 株主総会参考書類並びに、事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の 
 　当社ウェブサイトに掲載させていただきます。
● 本定時株主総会招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、次の事項につきましては、法令及び定款第16条の規定に基づき、 
 　インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、本招集ご通知の提供書面には記載しておりません。したがっ 
 　て、本招集ご通知の提供書面は、監査報告を作成するに際し、会計監査人又は監査役が監査をした書類の一部であります。
　   1．事業報告の「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」
　   2．連結計算書類の「連結持分変動計算書」「連結注記表」
　   3．計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」

第4期定時株主総会招集ご通知

以 上

株主各位 証券コード:1375
2021年6月2日 

新潟県南魚沼市余川89番地

株式会社 雪国まいたけ
足利 厳代表取締役社長 

当社ウェブサイト ▶ https://www.maitake.co.jp/ir/ir_stock03.php 
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第2期
2019年3月期

第3期
2020年3月期

第4期
2021年3月期

第2期
2019年3月期

第3期
2020年3月期

第4期
2021年3月期

第2期
2019年3月期

第3期
2020年3月期

第4期
2021年3月期

第3期
2020年3月期

第4期
2021年3月期

31,398 34,517 34,543

47,592 50,759 51,380

42.30 42.00

6,491 6,691
4,389

110.16 109.07

4,346

7,823

4,744

119.0313.6 13.2
15.2

営業利益/営業利益率

（円）1株当たり年間配当金売上収益比率

売上収益
  345億円
2021年3月期

57.8％

まいたけ
199億円

11.0％

19.7％

その他
5億円茸その他

37億円

9.9％

ぶなしめじ
68億円

エリンギ
34億円

売上収益
収益合計に占める公正価値変動による利得

（百万円） （%）営業利益 営業利益率
（百万円）親会社の所有者に帰属する当期利益

（円）基本的1株当たり当期利益

親会社の所有者に帰属する当期利益/
基本的1株当たり当期利益

1.6％

収益合計（百万円）

当社は、まいたけの量産を世界で初めて成功し、きのこ生産を工業化した「プレミアムきのこ」の
トップシェアメーカーです。まいたけをはじめとしたきのこ類に加え、きのこポートフォリオを活かし
た健康食品、加工食品等を展開しております。

（ご参考）業績ハイライト

・雪国えりんぎ

・はたけしめじ
　「大粒丹波しめじ」

・本しめじ
　「大黒本しめじ」

・健康食品
・培地活性剤
・物産館

・雪国まいたけ「極」

・白まいたけ「雅」・雪国しめじ「恵み」

収益合計 営業利益 親会社の所有者に
帰属する当期利益

基本的
1株当たり当期利益 1株当たり年間配当金

51,380 百万円 7,823 百万円 4,744 百万円 119.03 円 42.00 円

当期業績の
ポイント

1  家庭での調理機会の増加や消費者の健康志向の高まりを背景に増収・増益
2  販売終了したカット野菜、納豆の減収があったものの、マッシュルームが増収に寄与
3  ユーティリティ費の減少、生産品質の改善や生産効率の向上による労務費の削減等により増益

（注）当社は2020年7月30日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っています。2019年3月期の期首に当該株式分割が行われたと　
　　   仮定して、基本的1株当たり当期利益及び1株当たり年間配当金を算定しています。
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議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討の上、議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます｡
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネットで議決権を
行使される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付
にご提出ください。

同封の議決権行使書用紙に議案に対
する賛否をご表示の上、ご返送くださ
い。

次ページの案内に従って、議案の賛否
をご入力ください。

日　時 行使期限 行使期限

2021年６月２３日（水曜日）
午前１０時

（受付開始：午前９時）

2021年６月２２日（火曜日）
午後５時３０分到着分まで

2021年６月２２日（火曜日）
午後５時３０分入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。

第１号議案

⃝ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 反対する場合 「否」の欄に〇印

第２号議案

⃝ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印
⃝
一部の候補者に
異なる意思を
表明する場合

「賛」又は「否」の欄に
〇印をし、それと異なる候補
者の番号をご記入ください。

見 本

※議決権行使書はイメージです。
※議決権行使書において、議案に賛否の表示がない場合は、「賛」の表示があるものとさせていただきます。
※書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたし
ます。またインターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
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インターネットによる議決権行使のご案内

ログインQRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使
ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://soukai.mizuho-tb.co.jp/

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使」での議決権行使は1回のみ。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の
「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。1

見 本
見 本

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

「次へすすむ」をクリック
議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

2

「議決権行使コード」
を入力

「次へ」をクリック
議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力し、続いて
新しいパスワードを設定してください。

3

「パスワード」
を入力

実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

みずほ信託銀行　証券代行部　インターネットヘルプダイヤル
 0120-768-524

（受付時間　平日9:00～21:00）
機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。
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株主総会参考書類

第１号議案 資本金の額の減少の件

1．資本金の額の減少の理由
　適切な税制への適用を通じて今後の財務内容の健全性の維持と資本政策の機動性及び柔軟性を確保するため、
会社法第447条第１項の規定に基づき、資本金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えたいと存じます。

2．資本金の額の減少の内容

減少する資本金の額
資本金の額119,831,297円のうち、
19,831,297円を減少する。

減少後の資本金の額 100,000,000円

効力発生日 2021年6月23日
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第２号議案 取締役７名選任の件

　現任取締役５名は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。当社は、「プレミアムきのこ総合メー
カー」の実現に向けて、さらなる経営体制の強化を図るため、取締役２名を増員し、取締役７名の選任をお願いする
ものであります。取締役候補者は、次のとおりであります。
　なお、取締役候補者の選任につきましては、独立役員を委員の過半数とし、かつ独立役員である社外取締役を委員
長とする任意の指名・報酬委員会での審議を経ております。

候補者番号 氏　名 現在の当社における地位・担当

1  あ し  

足
 か が  

利
 

　
いわお

厳 代表取締役社長 再 任

2  さ い  

三
 く さ  

枝
 と し  

俊
 ゆ き  

幸 常務取締役 再 任

3  ふ じ  

藤
お

尾
 み つ  

益
お

雄 取締役 再 任

4 ち

千
 ば や し  

林
 の り  

紀
こ

子 社外取締役 再 任 社 外 独 立

5  つ じ  

辻
た

田
 よ し  

淑
の

乃 社外取締役 再 任 社 外 独 立

6  わ か  

若
い

井
 

　
 す す む  

進 常務執行役員　生産本部　本部長 新 任

7 ゆ

湯
 ざ わ  

澤
 ま さ  

尚
 ふ み  

史 常務執行役員　営業本部　本部長 新 任

再 任 再任取締役候補者 新 任 新任取締役候補者 社 外 社外取締役候補者 独 立 株式会社東京証券取引所の
定めに基づく独立役員

8

第2号議案 取締役７名選任の件



2021/05/25 8:32:30 / 21754980_株式会社雪国まいたけ_招集通知（Ｃ）

所有する当社の株式数
45,500株

取締役会出席状況
19/19回

候補者番号

1  あ し  

足
 か が  

利
 

 
 い わ お  

厳（1963年5月21日生） 再 任

[略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況]
1999年 5 月 当社（旧　株式会社雪国まいたけ）入社
2003年 2 月 当社（旧　株式会社雪国まいたけ）管理本部　企画部（企画管理部へ名称変更）部長
2010年 7 月 当社（旧　株式会社雪国まいたけ）執行役員　管理本部　企画財務部　部長
2014年10月 当社（旧　株式会社雪国まいたけ）執行役員　経理財務本部　本部長　兼

経理財務部　部長
2015年 7 月 当社（旧　株式会社雪国まいたけ）常務執行役員　管理本部　本部長
2016年 4 月 当社（旧　株式会社雪国まいたけ）代表取締役社長　兼　管理本部　本部長
2018年 6 月 当社（旧　株式会社雪国まいたけ）代表取締役社長（現任）

取締役候補者とした理由
足利 厳氏は、1999年に入社して以来、長年にわたる経験から当社（旧 株式会社雪国ま
いたけ）の事業特性、経営課題を隅々まで熟知しており、生産から営業まで横断的に俯
瞰する高い視座を有しております。 また社員からの信望も非常に厚く、リーダーシップ
のある人材であることから、高い経営目標の設定と実現が可能であると判断し、取締役
候補者といたしました。

所有する当社の株式数
0株

取締役会出席状況
19/19回

候補者番号

2  さ い  

三
 く さ  

枝
 

 
 と し  

俊
 ゆ き  

幸（1973年9月27日生） 再 任

[略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況]
2004
2015

2016

年
年

年

3
4

7

月
月

月

株式会社神明（現　株式会社神明ホールディングス）入社
株式会社神明ホールディング（現　株式会社神明ホールディングス）
管理部人事課付課長　株式会社神明　業務部長（出向）
株式会社神明ホールディング（現　株式会社神明ホールディングス）
管理本部管理部経理財務課課長

2017年 4 月 株式会社神明（現　株式会社神明ホールディングス）管理本部管理部長　兼　経営企画室
長　兼　経理財務課課長

2017年 7 月 株式会社神明（現　株式会社神明ホールディングス）経営企画室長　兼　経理財務課課長
2017年10月 当社（旧　株式会社雪国まいたけ）取締役　管理本部　副本部長
2017年11月 株式会社神明（現　株式会社神明ホールディングス）管理本部管理部総務人事課付部長
2018年 3 月 当社（旧　株式会社雪国まいたけホールディングス）取締役
2018年 4 月 当社（旧　株式会社雪国まいたけ）取締役　経営企画本部担当
2020年 1 月 当社（旧　株式会社雪国まいたけ）常務取締役（現任）

取締役候補者とした理由
三枝 俊幸氏は、食品業界における経理財務業務に精通し、その経験と見識を当社の経営
に活かすことができると判断しております。また、同業界におけるM＆Aなどに豊富な
経験と幅広い見識を有していることから、その経験と見識を当社の成長戦略に活かすこ
とができると判断し、取締役候補者といたしました。
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所有する当社の株式数
0株

取締役会出席状況
19/19回

候補者番号

3  ふ じ  

藤
お

尾
 

 
 み つ  

益
お

雄（1965年6月14日生） 再 任

[略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況]
2005年 6 月 株式会社神明ロジスティックス　代表取締役社長
2007年 6 月 株式会社神明（現株式会社　神明ホールディングス）代表取締役社長（現任）
2009年 4 月 株式会社神明精米（現　株式会社神明きっちん）代表取締役社長
2013年 7 月 株式会社ウーケ　代表取締役会長
2013年11月 カッパ・クリエイトホールディングス株式会社　代表取締役会長　兼　社長
2014年 1 月 株式会社神明アグリイノベーション　代表取締役社長
2014年 5 月 カッパ・クリエイトホールディングス株式会社　代表取締役会長
2015年 6 月 株式会社ウーケ　代表取締役社長
2017年 3 月 株式会社神明アグリ　代表取締役社長
2017年 3 月 株式会社神戸まるかん　代表取締役会長（現任）
2017年 3 月 日本魯星株式会社　代表取締役会長
2017年 6 月 株式会社ショクブン　代表取締役会長
2017年 6 月 株式会社ウーケ　代表取締役会長（現任）
2017年10月 当社（旧　株式会社雪国まいたけ）取締役（現任）
2018年 4 月 株式会社神明分割準備会社（現　株式会社神明）代表取締役社長（現任）
2019年 6 月 元気寿司株式会社　代表取締役会長（現任）
2020年 3 月 株式会社神明フレッシュ　代表取締役社長

取締役候補者とした理由
藤尾 益雄氏は、食品業界に精通していること、株式会社神明ホールディングスの代表取
締役であり、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることなどから、
その経験と見識を当社の経営に活かすことができると判断し、また、今後当社グループ
と神明HDグループの成長に相乗効果が見込めると判断し、取締役候補者といたしまし
た。
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所有する当社の株式数
0株

取締役会出席状況
19/19回

候補者番号
再 任

社 外

独 立4 ち

千
 ば や し  

林
 

 
 の り  

紀
こ

子（1967年7月20日生）

[略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況]
1990年 4 月 アサヒビール株式会社　入社
2008年 4 月 アサヒ飲料株式会社　マーケティング本部　商品戦略部長
2012年 4 月 アサヒフードアンドヘルスケア株式会社　食品マーケティング部長
2015年 6 月 カルピス株式会社　機能性食品・資料事業担当役員付　担当部長
2016年 1 月 アサヒカルピスウェルネス株式会社（現　アサヒバイオサイクル株式会社）企画管理部長
2016年 3 月 アサヒカルピスウェルネス株式会社（現　アサヒバイオサイクル株式会社）取締役
2017年 3 月 アサヒカルピスウェルネス株式会社（現　アサヒバイオサイクル株式会社）代表取締役社長（現任）
2020年 2 月 当社（旧　株式会社雪国まいたけ）社外取締役（現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
千林 紀子氏は、食品業界での豊富な経験と優れた経営視点より、多角的な視点から当社
の経営基盤の強化への助言を行うことができると判断し、社外取締役の候補者といたし
ました。また、千林氏が代表取締役社長を務めるアサヒバイオサイクル株式会社と当社
との間に人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反
の恐れがないと判断し、独立役員に指定する予定です。

所有する当社の株式数
0株

取締役会出席状況
19/19回

候補者番号
再 任

社 外

独 立5  つ じ  

辻
た

田
 

 
 よ し  

淑
の

乃（1964年8月19日生）

[略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況]
1987年 3 月 スイス銀証券会社　入社
1989年 1 月 ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社　入社
1999年 6 月 チェース・マンハッタン銀行　バイス・プレジデント
2001年 2 月 JPモルガン証券会社　バイス・プレジデント
2002年 3 月 日本たばこ産業株式会社　入社
2006年 6 月 日本たばこ産業株式会社　経営企画部部長
2014年 9 月 日本たばこ産業株式会社　コンプライアンス統括室長
2016年 4 月 日本たばこ産業株式会社　IR広報部長
2020年 3 月 株式会社ルリエ　代表取締役（現任）
2020年 4 月 当社　社外取締役（現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
辻田 淑乃氏は、経理財務業務等に精通し、国内外企業での豊富な経験と幅広い見識を有
しており、その経験と見識を当社の経営に活かすことができると判断し、社外取締役候
補者といたしました。また、辻田氏が代表取締役を務める株式会社ルリエと当社との間
に人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の恐れ
がないと判断し、独立役員に指定する予定です。
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所有する当社の株式数
174株

候補者番号

6  わ か  

若
い

井
 

 
 す す む  

進（1956年2月25日生） 新 任

[略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況]
1994年 4 月 当社（旧　株式会社雪国まいたけ）入社
1998年 8 月 株式会社ゼネラルバイオフーズ　部長
2000年10月 当社（旧　株式会社雪国まいたけ）大和工場（現　第１バイオセンター）長
2002年 3 月 当社（旧　株式会社雪国まいたけ）六日町工場（現　第3バイオセンター）長
2003年 6 月 株式会社ゼネラルバイオフーズ　代表取締役社長
2004年 9 月 株式会社雪国バイオフーズ　代表取締役社長
2006年 9 月 当社（旧　株式会社雪国まいたけ）取締役　兼　株式会社雪国バイオフーズ　代表取締役社長
2010年11月 当社（旧　株式会社雪国まいたけ）滋賀パッケージセンター長
2014年 7 月 当社（旧　株式会社雪国まいたけ）生産本部　副本部長　兼　第4バイオセンター長
2014年10月 当社（旧　株式会社雪国まいたけ）執行役員　生産本部　副本部長　兼　第4バイオセンター長
2015年 6 月 当社（旧　株式会社雪国まいたけ）執行役員　生産本部　本部長
2015年 7 月 当社（旧　株式会社雪国まいたけ）常務執行役員　生産本部　本部長（現任）

取締役候補者とした理由
若井 進氏は、1994年に入社して以来、長年にわたりきのこ等の生産に携わった経験か
ら、メーカーにとって最も重要である生産技術を隅々まで熟知しており、製品品質の向
上や今後の成長戦略である自動化による製造コストの削減などにその知見を活かすこ
とができると判断し、取締役候補者といたしました。

所有する当社の株式数
457株

候補者番号

7 ゆ

湯
 ざ わ  

澤
 

 
 ま さ  

尚
 ふ み  

史（1971年2月12日生） 新 任

[略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況]
1995年 4 月 当社（旧　株式会社雪国まいたけ）入社
2010年 6 月 当社（旧　株式会社雪国まいたけ）執行役員　東京営業所長　兼　三課　課長
2014年 9 月 当社（旧　株式会社雪国まいたけ）営業本部　副本部長
2014年10月 当社（旧　株式会社雪国まいたけ）執行役員　事業企画室長
2015年 3 月 当社（旧　株式会社雪国まいたけ）退社
2015年 4 月 八海醸造株式会社　執行役員　経営企画室　室長
2016年 6 月 同社　退社
2016年 7 月 当社（旧　株式会社雪国まいたけ）入社、常務執行役員　営業本部　本部長（現任）

取締役候補者とした理由
湯澤 尚史氏は、1995年に入社し、2015年まで勤務した後退職、その後2016年に再入
社し、長年にわたりきのこ等の販売に携わった経験から、青果物の消費動向や販売特性
を熟知しており、また企業価値向上につながる独自のバリューチェーン構築に取り組ん
できたことから、その知見を今後の当社の成長に活かせると判断し取締役候補者といた
しました。
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(注) 1．若井進氏と湯澤尚史氏は、新任の取締役候補者であります。
2．各候補者の所有する当社株式の数は、当期末（2021年3月31日）現在の株式数を記載しております。また、雪国まいたけ従業員持株会に

おける本人持分を含めて記載しております。
3．藤尾益雄氏は、現在当社の親会社である株式会社神明ホールディングスの業務執行者であります。同氏の同社及び同社の子会社における現

在及び過去10年間の地位及び担当については、前記「略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況」の欄に記載のとおりであり
ます。また、三枝俊幸氏は、当社の親会社である株式会社神明ホールディングスの業務執行者でありました。同氏の同社及び同社の子会社
における現在及び過去10年間の地位及び担当については、前記「略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況」の欄に記載のと
おりであります。なお、親会社及び親会社の子会社と当社は、製品の販売のほか、出向者の派遣受け入れ等の取引がありますが、取引を行
うにあたっては、市場価格等を勘案し、価格交渉の上決定しております。

4．千林紀子氏及び辻田淑乃氏は、社外取締役候補者であります。
5．千林紀子氏及び辻田淑乃氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、千林紀子氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時点で

１年４ヵ月、辻田淑乃氏の社外取締役としての在任期間は、１年２ヵ月となります。
6．千林紀子氏及び辻田淑乃氏は、東京証券取引所が定める独立性判断基準に加えて、当社が定める独自の独立性判断基準を満たしており、当

社は両氏を独立役員として同所に届けております。なお、両氏の再任が承認された場合、引き続き両氏を独立役員とする予定であります。
7．当社は、千林紀子氏及び辻田淑乃氏との間に責任限定契約を締結しております。責任限定契約の内容の概要は、会社法第427条第１項の規

定に基づき、同法第423条第１項の責任を、法令が定める額を限度とするというものであり、両氏の再任が承認された場合は、両氏との当
該契約を継続する予定であります。

8．当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金及び争訟費用を当該保険
契約により填補することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることになります。また、次回更新時には同内容
で更新する予定であります。

以　上
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提供書面
事業報告（2020年４月１日から2021年３月31日まで）
1 企業集団の現況
(1) 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果
　当連結会計年度（2020年４月１日から2021年３月31日）における国内経済は、新型コロナウイルス感染症の
拡大に伴う経済活動の停滞により、大変厳しい状況が続きました。一時的な経済回復の兆しとその後の新型コロナ
ウイルス感染症の拡大による経済停滞を繰り返しており、国内経済は疲弊している状態であると言えます。
　国内きのこ市場の状況は、外出自粛に伴う家庭での調理機会の増加や、健康意識の高まりを背景とした機能性食
材への需要が拡大したことにより、きのこ消費量は堅調に推移いたしました。一方で、新型コロナウイルス感染症
の拡大による消費者の小売店来店頻度の減少や、外食産業の落ち込みによる業務使用の減少、また秋口からは温暖
な天候による野菜生産供給過多により、野菜市場は低調な単価推移になるなど、これまで以上に先行きが見通しづ
らく、変動要素が多い環境となりました。
　このような環境の中、当社グループは、中期経営計画に基づき、これまで長年培ってきた当社の生産技術・ノウ
ハウ、販売力を活かし、プレミアムきのこ総合メーカーとしての基盤の確立を図っております。これに加え、まい
たけを中心としたきのこが持つ健康機能性の開発と訴求により、安全・安心な製品を提供することを通じて消費者
の健康に寄与し、健やかな社会の実現に貢献すべく事業展開を図ってまいりました。
　以上の結果、当連結会計年度の収益は513億80百万円（前連結会計年度比1.2％増）、このうち売上収益は345
億43百万円（同0.1％増）、営業利益は78億23百万円（同16.9％増）、親会社の所有者に帰属する当期利益は47
億44百万円（同9.2％増）となりました。

収益

513億80百万円

前連結会計年度比 売上収益

345億43百万円

前連結会計年度比

1.2 ％増 0.1 ％増

営業利益

78 億23百万円

前連結会計年度比 親会社の所有者に帰属する
当期利益

47 億44百万円

前連結会計年度比

16.9 ％増 9.2 ％増
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　企業集団の事業区分別売上収益の状況は以下のとおりであります。

茸事業
＜主要な事業内容＞
茸製品（まいたけ、エリンギ、ぶなしめじ、本しめじ、はたけしめじ、マッシュルー
ム）の製造及び販売

第３期（2020年３月期） 第４期（2021年３月期）

33,99532,625

（単位：百万円）売上収益 　茸事業におきましては、当連結会計年度上半期は新型コロナウイルス感染症
の拡大による外出自粛をきっかけとした家庭での調理機会の増加や健康意識の
高まりを背景とした機能性食材への関心が高まったことによる、きのこへの需
要の高まりもあり、堅調な推移も見られましたが、一方で、スーパー等への来
店頻度減少、対面試食販売の中止など、販売戦略の見直しの必要が発生しまし
た。　また、下半期前半は、全国的に安定した気候での野菜全体の生育順調の
影響で野菜市場は供給過剰傾向となり、野菜相場は低迷しました。当社におき
ましても、限定的ではありましたが販売単価は野菜相場の影響を受けました。
　この結果、茸事業の売上収益は339億95百万円（前連結会計年度比4.2％増）
となりました。

その他事業
＜主要な事業内容＞
健康食品の製造（外部委託）及び販売、並びに瑞穂農林株式会社にて培地活性剤の製造
及び販売

第３期（2020年３月期） 第４期（2021年３月期）

547

1,892

（単位：百万円）売上収益 　その他事業におきましては、主力の茸事業を中心に据えた成長戦略のため、
前連結会計年度に不採算事業であったカット野菜、納豆事業から撤退しまし
た。これによりその他事業は大幅な減収となりましたが、事業効率の向上が図
られました。
　当連結会計年度におけるその他事業は、主に健康食品及び瑞穂農林株式会社
の培地活性剤による収益が主となっております。
　特に健康食品については、まいたけがもつ健康機能性を活用して、独自に健
康食品を開発しており、ECサイトを利用した通信販売を展開しております。
　この結果、その他事業の売上収益は5億47百万円（前連結会計年度比71.1％
減）となりました。

15
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当連結会計年度における事業セグメント別の売上収益の状況は以下のとおりであります。
〔茸事業〕

① まいたけ
　まいたけが持つ機能性を訴求するとともに、まいたけを気軽に食していただくため、「まい足し」とし
て、メニュー提案を積極的に実施しております。また、まいたけの大株をカッティングして提供する強み
を活かし、それぞれのニーズに合わせた量目での製品ラインアップを活かした製品戦略を展開しました。
販売量は微増いたしましたが、販売単価は前年を下回りました。この結果、まいたけ事業は堅調に推移し、
売上収益は199億66百万円（前連結会計年度比0.9％増）となりました。

② エリンギ
　生産品質の向上により安定した供給を実現したことに加え、消費者が手間をかけずにすぐに使える利便
性の高いスライス製品を投入する等、製品ラインアップの拡充を図りました。販売量の微減はありました
が、販売単価は前年を上回りました。この結果、エリンギ事業の売上収益は34億19百万円（同0.2％減）
となりました。

③ ぶなしめじ
　青果市況と市場の動向を注視しながら、需給バランスに応じて１株製品と２株製品といった量目が異な
る製品を活用し柔軟な製品投入を実施しました。また、季節限定パッケージでの製品展開を活用し１株製
品の拡充を図りました。販売量の微減はありましたが、販売単価は前年を上回りました。この結果、ぶな
しめじ事業の売上収益は68億18百万円（同1.8％増）となりました。

④ 茸その他
　2019年10月に取得した株式会社三蔵農林のマッシュルームが売上の増加に寄与しました。当社の販売
力を活かすことで、三蔵農林製品の販売網拡大にもつながりました。この結果、茸その他事業の売上収益
は、37億91百万円（同39.7％増）となりました。

〔その他〕
　その他事業の売上収益は、不採算事業であったカット野菜及び納豆事業を2020年２月に終了した影響に
より、5億47百万円（同71.1％減）となりました。
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各事業セグメント別売上収益は以下のとおりであります。
（単位：百万円）

前連結会計年度
（自2019年４月１日

至2020年３月31日）

当連結会計年度
（自2020年４月１日

至2021年３月31日）
増減率
（％）

茸事業 32,625 33,995 4.2
まいたけ 19,785 19,966 0.9
エリンギ 3,426 3,419 △0.2
ぶなしめじ 6,700 6,818 1.8
茸その他 2,713 3,791 39.7

その他 1,892 547 △71.1

売上収益 34,517 34,543 0.1

　なお、当期の期末配当金につきましては、2021年５月12日開催の取締役会におきまして、１株につき28円にて
配当の実施を決議いたしました。
　この結果、中間配当金14円と合わせた当期の年間配当金は１株につき42円となります。

17
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② 設備投資の状況
　当連結会計年度におきまして実施しました企業集団の設備投資の総額は、32億18百万円であります。その主な
ものは、五泉バイオセンターにおけるまいたけ増産のための設備の増強、その他茸事業における各バイオセンター
の設備更新や効率向上のための設備増強・改善に係るものであります。

③ 資金調達の状況
　該当事項はございません。

④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
　該当事項はございません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況
　該当事項はございません。

⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
　該当事項はございません。

⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
　該当事項はございません。

18
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(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

34,543

※

31,398
34,517

第４期
（2021年３月期）

第３期
（2020年３月期）

第２期
（2019年３月期）

第１期
（2018年３月期）

（単位：百万円）売上収益

7,823

※

6,491 6,691

第４期
（2021年３月期）

第３期
（2020年３月期）

第２期
（2019年３月期）

第１期
（2018年３月期）

（単位：百万円）営業利益

4,744

※

4,389 4,346

第４期
（2021年３月期）

第３期
（2020年３月期）

第２期
（2019年３月期）

第１期
（2018年３月期）

（単位：百万円）親会社の所有者に帰属する当期利益

※ 当社は、2018年４月１日を移行日として国際会計基準（IFRS）による連結計算書類を作成しており、第１期はグラフ上記載しておりません。

区分
第１期

(2018年３月期)
第２期

(2019年３月期)
第３期

(2020年３月期)
第４期

(2021年３月期)
(当連結会計年度)

（日本基準） （国際会計基準）（国際会計基準）（国際会計基準）
収益 (百万円) － 47,592 50,759 51,380
売上収益 (百万円) － 31,398 34,517 34,543
営業利益（△営業損失） (百万円) △72 6,491 6,691 7,823
税引前利益
（△税引前当期純損失） (百万円) △668 6,321 6,646 7,125
親会社の所有者に帰属する
当期利益 (百万円) － 4,389 4,346 4,744
基本的１株当たり当期利益
（△1株当たり当期純損失） (円) △1,680.15 110.16 109.07 119.03

資産合計 (百万円) 19,259 38,181 35,199 35,644
資本合計 (百万円) 19,257 2,312 4,901 9,230
(注) 1．当社は、2020年４月１日付を効力発生日として旧雪国まいたけホールディングス（2017年７月14日に株式会社BCJ-27として設立。

2018年１月に株式会社雪国まいたけホールディングスに商号変更）が実質的な事業運営会社であった旧株式会社雪国まいたけを吸収合併
しております。株式会社BCJ-27は2017年７月14日設立であるため、第1期の会計期間は、約９カ月間となっております。

2．当社は、2020年７月30日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。基本的1株当たり当期利益は、第２期の期
首に当該株式分割が行われたと仮定して、当該株式分割後の発行済株式総数により算定しております。

3．当社は、第３期より国際会計基準（IFRS）による連結計算書類を作成しております。また、第２期についても2018年４月１日を移行日と
したIFRSに基づく連結経営指標等を記載しており、第１期は日本基準にて記載しております。なお、IFRSに準拠した用語について、日本
基準による用語では、「売上収益」は「売上高」、「親会社の所有者に帰属する当期利益」は「親会社株主に帰属する当期純利益」、「基
本的１株当たり当期利益」は「１株当たり当期純利益」、「資産合計」は「総資産」、「資本合計」は「純資産」となります。

4．第１期は、連結計算書類を作成していないため、親会社の所有者に帰属する当期利益（日本基準における親会社株主に帰属する当期純利
益）については、記載しておりません。
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(3) 対処すべき課題
　当社グループを取り巻く環境は、国内においては、構造的に少子高齢化、人口減少など食品市場全体が縮小する
傾向であると言えます。また、原油高騰等による原材料費、物流コストの上昇など、厳しい状況が今後も続くこと
が予想されています。これに加え、昨年より続く新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大によって、国内外景気
の減退や海外実習生受入等の時期が流動的になるなど、企業活動への継続的な影響が想定され、引き続き動向への
注視が必要であります。
　半面、日本人の食生活は、これまで少子高齢化が進むなか、安全や安心、健康を意識したものへと変化しつつあ
ったところ、新型コロナウイルス感染症の拡大により、食生活を通じた健康促進効果や健康維持への関心を強く意
識したものへ変化しております。
　当社グループは、厳しい環境下におきましても、まいたけをはじめとするきのこの健康機能性など、きのこが持
つ価値そのものを世に広め、より健康的な食生活の実現を下支えすることで、国民生活の充実と食文化の繁栄に貢
献してまいります。
　また、当社は、自然資源（水資源、森林資源）を多く活用しており、環境問題への積極的な取り組みは、社会的
責任の観点で大変重要と認識しております。エネルギー変換効率の高いLNGの導入による代替エネルギーの活用、
きのこ製品の包装形態や包装資材見直しによるプラスチック使用量の低減、栽培に使用した後のおが粉をバイオマ
スボイラーの燃料等へ利用する資源のリユース、本社所在地の近隣地区の森林保全活動等を実施しており、今後も
引き続き持続可能社会への貢献を図ってまいります。
　株主の皆さまにおかれましては、今後ともなお一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

(4) 主要な事業内容（2021年３月31日現在）

事業区分 事業内容

茸事業 茸（まいたけ、エリンギ、ぶなしめじ、本しめじ、はたけしめじ、マッシュルーム）の
製造及び販売

その他事業 健康食品の製造（外部委託）及び販売、並びに瑞穂農林株式会社にて培地活性剤の製造
及び販売

20
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(5) 主要な営業所及び工場（2021年３月31日現在）

① 当社
本社 新潟県南魚沼市余川89番地

本社パッケージセンター
第１バイオセンター
第３バイオセンター
第４バイオセンター
第５バイオセンター
種菌開発センター

新潟県南魚沼市

五泉バイオセンター 新潟県五泉市

滋賀パッケージセンター 滋賀県蒲生郡竜王町

名川工場 青森県三戸郡南部町

東京本部 東京都江東区

北海道営業所 北海道札幌市北区

仙台営業所 宮城県仙台市青葉区

新潟営業所 新潟県南魚沼市

名古屋営業所 愛知県名古屋市中区

大阪営業所 大阪府大阪市淀川区

広島営業所 広島県広島市中区

② 子会社
瑞穂農林株式会社 本社：京都府船井郡京丹波町

株式会社きのこセンター金武 本社：沖縄県国頭郡金武町

株式会社三蔵農林 本社：岡山県瀬戸内市牛窓町

21
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(6) 従業員の状況（2021年３月31日現在）

① 企業集団の従業員の状況
事業区分 従業員数

茸事業 1,036 (1,305)名

その他事業 7 (5)

全社（共通） 62 (11)

合　　計 1,105 (1,321)
(注) 1．従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

2．全社（共通）は管理部門の従業員数であります。

② 当社の従業員の状況
従業員数 平均年齢 平均勤続年数

1,016（988）名 40.4歳 11.3年
(注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

22
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(7) 重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況

会社名 資本金
（百万円）

当社に対する
議決権比率

（％）
当社との関係

株式会社神明ホールディングス 2,227 50.01 出向者の派遣
(注) 1．当社の取締役藤尾益雄氏は、親会社である株式会社神明ホールディングスの代表取締役を兼任しております。

2．親会社と当社との間には、事業活動を行う上での承認事項等、当社の重要な財務及び事業の方針に関する特段の制約はありません。当社は
当社独自の経営判断で事業活動や経営上の決定を行っており、親会社からの一定の独立性が確保されているものと考えております。

3．親会社及び親会社グループとは、当社製品の売買取引を行っており、親会社からは出向者の受け入れを行っております。当該取引における
取引条件については、市場価格等を勘案し、価格交渉の上決定しております。また、取締役会においては、その取引の必要性及び妥当性を
審議した上で意思決定を行っており、これら取引が当社の利益を害するものではないと判断しております。

② 重要な子会社の状況

会社名 資本金
（百万円）

当社の議決権比率
（％） 主要な事業内容

瑞穂農林株式会社 10 49.0
きのこ類の生産、販売
培地活性剤の製造及び販売

株式会社きのこセンター金武 5 49.0 きのこ類の生産、販売

株式会社三蔵農林 49 100.0 きのこ類の生産、販売

23
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(8) 主要な借入先の状況（2021年３月31日現在）

借入先 借入額（百万円）

株式会社みずほ銀行 5,097

株式会社第四北越銀行 3,893

株式会社あおぞら銀行 2,813

株式会社三井住友銀行 2,418

株式会社りそな銀行 2,161
（注）株式会社第四銀行は、2021年１月１日付で株式会社北越銀行と合併し、商号を株式会社第四北越銀行に変更いたしました。

(9) 剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、まいたけの生産に伴う設備投資など、積極的な先行投資が業務拡大に必要不可欠であるものと認識して
おり、財務体質の安定強化と中長期的な成長につながる原資とするための内部留保を充実させるとともに、株主に
対する利益還元を経営上の重要課題と位置付け、利益水準と財務状況を総合的に勘案して、毎期のフリー・キャッ
シュ・フローに応じた弾力的な利益還元策を行うことを基本方針としております。
　従いまして当社は、連結配当性向30％程度を中長期的な目標として、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配
当を行うことを基本方針としております。
　また当社は、定款に「当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別
段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。」旨を規定しており、機動的な配当の
実施を可能としております。
　当事業年度の期末配当金については、2021年５月12日開催の取締役会において、１株28円とすることを決議い
たしました。この結果、中間配当金14円と合わせた当期の年間配当金は１株につき42円となります。

(10) その他企業集団の現況に関する重要な事項
　株式会社東京証券取引所よりご承認いただき、2020年９月17日付で、当社株式は東京証券取引所市場第一部に
上場いたしました。

24
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2 会社の現況
(1) 株式の状況（2021年３月31日現在）

① 発行可能株式総数 1億5,940万株
② 発行済株式の総数 3,991万700株
③ 株主数 29,000名
④ 大株主

株主名 持株数（株） 持株比率（%）

株式会社神明ホールディングス 19,963,000 50.01

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 1,595,600 3.99

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,503,500 3.76

ＳＴＡＴＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡＮＫ　ＡＮＤ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯＭＰＡＮＹ　ＦＯＲ
ＳＴＡＴＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡＮＫ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＧＭＢＨ,
ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ　ＢＲＡＮＣＨ　ＯＮ　ＢＥＨＡＬＦ　ＯＦ　ＩＴＳ　ＣＬＩＥＮＴ
Ｓ：　ＣＬＩＥＮＴ　ＯＭＮＩ　ＯＭ２５

1,083,875 2.71

ＢＮＰ　ＰＡＲＩＢＡＳ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ　ＳＥＲＶＩＣＥＳ　ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ
／ＪＡＳＤＥＣ／ＦＩＭ／ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ　ＦＵＮＤＳ／ＵＣＩＴＳ　ＡＳＳＥＴＳ 1,080,500 2.70

ＨＳＢＣ　ＢＡＮＫ　ＰＬＣ　Ａ／Ｃ　Ｍ　ＡＮＤ　Ｇ　（ＡＣＳ） 1,058,639 2.65

ＢＡＩＮ　ＣＡＰＩＴＡＬ　ＳＮＯＷ　ＨＯＮＧ　ＫＯＮＧ　ＬＩＭＩＴＥＤ 531,200 1.33

宗教法人宝徳稲荷大社 400,000 1.00

ＪＰＭＢＬ　ＲＥ　ＮＯＭＵＲＡ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＰＬＣ　１　ＣＯＬＬ
ＥＱＵＩＴＹ 329,200 0.82

株式会社日本カストディ銀行（信託口５） 256,100 0.64

(2) 新株予約権等の状況（2021年３月31日現在）
　当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付した新株予約権の状況

新株予約権の名称（発行日） 新株予約権の数 目的となる株
式の種類と数

行使価格
（１株あたり） 行使期間 保有者

第１回新株予約権
（2017年9月29日） 152個 普通株式

15,200株 500円
2017年9月29
日から2027年
9月28日まで

取締役（社外取締役を除く）1
名
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(3) 会社役員の状況
① 取締役及び監査役の状況 （2021年３月31日現在）

会社における地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 足利　厳 　　　－

常務取締役 三枝俊幸 　　　－

取締役 藤尾益雄 株式会社神明ホールディングス　代表取締役社長

取締役 千林紀子 アサヒバイオサイクル株式会社　代表取締役社長

取締役 辻田淑乃 株式会社ルリエ　代表取締役

監査役（常勤） 小林嗣明 　　　－

監査役 建部和仁 東京丸の内法律事務所　弁護士
東京湾水先区水先人会　監事

監査役 平田冨峰 　　　－

監査役 藤澤鈴雄 藤澤税理士事務所　代表
(注) 1．取締役千林紀子氏及び取締役辻田淑乃氏は、社外取締役であります。取締役藤尾益雄氏は、2020年９月16日まで社外取締役でありました。

2．監査役建部和仁氏、監査役平田冨峰氏及び監査役藤澤鈴雄氏は、社外監査役であります。
3．監査役藤澤鈴雄氏は、税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
4．当社は取締役千林紀子氏、取締役辻田淑乃氏、監査役建部和仁氏、監査役平田冨峰氏及び監査役藤澤鈴雄氏を株式会社東京証券取引所の定

めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
5．中浜俊介氏及び杉本勇次氏は、辞任により2020年10月６日に退任いたしました。退任時の会社における地位並びに担当及び重要な兼職の

状況は以下のとおりであります。

会社における地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況

取締役 中浜俊介 ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ジャパン・ＬＬＣ
オペレーティングパートナー

取締役 杉本勇次 ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ジャパン・ＬＬＣ
マネージングディレクター
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（ご参考）
　当社では、執行役員制度を導入しており、執行役員は以下のとおりであります。（2021年３月31日現在）

役職名 氏名 担当等

常務執行役員 若井　進 生産本部　本部長

常務執行役員 湯澤尚史 営業本部　本部長

執行役員 行方景久 生産本部　副本部長

執行役員 大塚杉男 株式会社三蔵農林　代表取締役社長（出向）

執行役員 青木　隆 管理本部　本部長

執行役員 黑谷一夫 生産本部　副本部長　兼　五泉バイオセンター長

執行役員 櫻井威典 経営企画本部　本部長　兼　経営企画部長　兼　ＩＲ・広報部長
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② 取締役及び監査役の報酬等
イ．当事業年度に係る取締役、監査役ごとの報酬等の額

(単位：百万円）
区分 支給人員 固定報酬 業績連動報酬 退職慰労金 支給総額

取締役
（うち社外取締役）

4名
（2名）

50
（12）

11
（－） － 61

（12）
監査役
（うち社外監査役）

4名
（3名）

33
（19） － － 33

（19）
合　計
（うち社外役員）

8名
（5名）

83
（31）

11
（－） － 94

（31）
(注) 1．当事業年度中に在任している取締役のうち、１名は無報酬であり、上記の支給人員には含まれておりません。

2．当事業年度中に退任した取締役２名は、無報酬であったため、上記の支給人員には含まれておりません。

ロ．当事業年度に支払った役員退職慰労金
　該当事項はございません。

ハ．社外役員が親会社等又は親会社等の子会社等から受けた役員報酬等の総額
　該当事項はございません。

二．業績連動報酬等に関する事項
　取締役の業績向上に対する意欲や士気を一層高めることにより企業価値の向上を図るため、取締役に対して業
績連動報酬として賞与を支給しております。
　業績連動報酬の額の算定の基礎として選定した業績指標は、連結調整後EBITDA（日本基準ベース）であり、
また、当該業績指標を選定した理由は、通常の営業活動の結果を示していないと考えられる項目などの非経常的
損益項目の影響を除外した財務指標であり、当社グループの業績を評価する上で有用であると考えるためであり
ます。
　業績連動報酬の額の算定方法は、予め定めた目標値の達成度に応じて50％～150％の範囲とするというもので
あります。業績連動報酬の額の算定に用いた連結調整後EBITDAの、2020年3月期実績値は89.5億円でありま
す。

ホ．非金銭報酬等に関する事項
　該当事項はございません。
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へ．取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
　2020年３月31日開催の臨時株主総会において、取締役の報酬限度額は、年額300百万円以内、監査役の報酬
限度額は、年額50百万円以内と決議いただいております。なお、当該株主総会終結時点の取締役の員数は３名
（当時、社外取締役はおりません）、監査役の員数は１名であります。

ト．取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
　当事業年度においては、当社では取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長足利厳が一任され、取締役の個
人別の報酬額の具体的内容を決定しております。これらの権限を委任した理由は、代表取締役社長足利厳が、各
取締役の業績について全般的かつ適正に評価することができることによるものであります。

チ．各会社役員の報酬等の額又はその算定方法に係る決定方針に関する事項
　当社は、2020年９月17日付にて取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しており、取締役の報酬
等については、当該委員会にてその妥当性を審議・検証する体制としております。なお、2022年3月期以降の取
締役の報酬等の額の決定については、以下の方針に基づき実施することを2021年3月17日開催の取締役会にて
決議しております。
　また、取締役の個人別の報酬等の内容については、指名・報酬委員会が決定方針との整合性を含めた検討を加
えることを想定しており、取締役会もそれを尊重することにより決定方針に沿うものとなると判断しております。

1. 報酬基本方針
　当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう各事業年度
の業績及び従業員給与水準等と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、役位、役割を踏
まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
　具体的には、取締役（社外取締役を除く）の報酬は、固定報酬としての基本報酬と変動報酬としての業績連動
報酬により構成し、社外取締役については、基本報酬のみを支払うこととする。
2. 基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む）
　当社の取締役の基本報酬は、月例の金銭報酬とし、役位、役割、在任年数等に応じ、当社の業績、他社の報酬
水準、当社従業員の給与水準、執行役員の報酬水準等を踏まえて総合的に勘案して決定するものとする。
3. 業績連動報酬の内容及び額の算定方法の決定に関する方針（報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方
針を含む）
　取締役（社外取締役を除く）に支払われる業績連動報酬は、各事業年度の業績向上に対する意識を高めるた
め、業績指標KPIを反映した金銭報酬とし、各事業年度の連結調整後EBITDA及び連結調整後当期利益の目標値
に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として、毎年一定の時期に支給する。目標となる業績指標とそ
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の値は、各事業年度の利益計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜環境の変化に応じて指名・報酬委員会
の答申を踏まえた見直しを行うものとする。
4. 取締役（社外取締役を除く）の種類別の報酬割合の決定に関する方針
　種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークと
する報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とし、指名・報酬委員会に諮問す
る。取締役会は指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役
の個人別の報酬等の内容を決定することとする。なお、取締役（社外取締役を除く）の報酬等の種類ごとの比率
の目安は、業績連動報酬の割合は代表取締役を40％（KPIを100％達成の場合、基本報酬：業績連動報酬＝ 6 ： 
4 ）とする。
　なお、役位による基本報酬と業績連動報酬の割合及び当社の賞与支給率と目標達成率の相関関係は以下のとお
りであります。

（役位別の業績連動割合）

代表取締役社長

取締役副社長

専務取締役

常務取締役

取締役

社外取締役

60％ 40％

61％ 39％

63％ 37％

65％ 35％

67％ 33％

100％

■ 固定報酬割合　　■ 業績連動報酬割合

（賞与支給率と目標達成率の相関図）

50％

50％

100％

100％

150％

150％

目標達成率

賞
与
支
給
率

業績連動報酬
（賞与）支給カーブ

③ 責任限定契約の内容の概要
　当社は、取締役千林紀子氏、取締役辻田淑乃氏及び各社外監査役と会社法第427条第１項の規定に基づき、同
法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額
は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。
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④ 社外役員に関する事項
イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
　社外役員の重要な兼職につきましては、前記「①取締役及び監査役の状況（2021年３月31日現在）」に記載
のとおりであります。
　2020年9月16日まで社外取締役でありました取締役藤尾益雄氏は、その間株式会社神明ホールディングスの
代表取締役社長であり、引き続き現任中であります。なお、株式会社神明ホールディングスは、2020年9月17
日に当社の親会社となりました。
　その他は、当社と社外役員の各兼職先との間に特別な関係はありません。

ロ．当事業年度における主な活動状況

氏名 区分 主な活動内容及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

藤尾益雄 取締役
社外取締役でありました2020年９月16日までの間、当事業年度開催の取締役会10回の
うち10回に出席し、企業経営に係る豊富な知識と経験に基づく専門的な見地から発言を
適宜行いました。

千林紀子 取締役

当事業年度開催の取締役会19回のうち19回に出席し、食品業界における企業経営に係る
豊富な知識と経験を背景に取締役会では積極的に意見を述べ、専門的な立場から監督、助
言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしておりま
す。また、指名・報酬委員会の委員長として、当事業年度に開催された委員会３回の全て
に出席し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程におけ
る監督機能を主導しております。

辻田淑乃 取締役

当事業年度開催の取締役会19回のうち19回に出席し、経理財務業務等に係る豊富な知識
と経験を背景に取締役会では積極的に意見を述べ、専門的な立場から監督、助言を行うな
ど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、
指名・報酬委員会の委員として、当事業年度に開催された委員会３回の全てに出席し、客
観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を
担っております。

建部和仁 監査役
当事業年度開催の取締役会19回のうち19回に出席し、また、当事業年度開催の監査役会
13回のうち13回に出席し、公的分野等における豊富な経験と知見、他社の監査役として
の経験、弁護士としての専門的な知識に基づき必要な発言を適宜行っております。

平田冨峰 監査役
当事業年度開催の取締役会19回のうち19回に出席し、また、当事業年度開催の監査役会
13回のうち13回に出席し、刑事分野の行政官としての豊富な知識と経験に基づく専門的
な見地から必要な発言を適宜行っております。

藤澤鈴雄 監査役
当事業年度開催の取締役会19回のうち19回に出席し、また、当事業年度開催の監査役会
13回のうち13回に出席し、税理士としての豊富な知識と経験に基づく専門的な見地から
必要な発言を適宜行っております。
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(4) 会計監査人の状況
① 名称　　　ＰｗＣあらた有限責任監査法人
② 報酬等の額

支払額（百万円）
当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 51

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 55
（注) 1．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の会計監査人としての報酬等の額を明

確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しておりま
す。

2．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な
検証を行った上で、会計監査人の報酬等について同意の判断をいたしました。

③ 非監査業務の内容
　当社は会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の監査証明業務以外のコンフォートレター作成業務を
委託しております。

④ 会計監査人の解任又は不再任の決定方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提
出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同
意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される
株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
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連結計算書類

連結財政状態計算書（2021年３月31日現在） （単位：百万円）

科目 金額 科目 金額
資産

流動資産

現金及び現金同等物

営業債権及びその他の債権

棚卸資産

生物資産

その他の資産

流動資産合計

非流動資産

有形固定資産

投資不動産

のれん及び無形資産

使用権資産

退職給付に係る資産

その他の金融資産

繰延税金資産

その他の資産

非流動資産合計

3,777

2,021

1,390

2,904

108

10,202

18,031

316

5,304

461

450

146

638

92

25,441

負債
流動負債

営業債務及びその他の債務 1,970
未払法人所得税 1,784
従業員給付に係る負債 1,753
１年内返済予定の長期借入金 1,132
リース負債 205
引当金 57
その他の金融負債 19
その他の負債 690
流動負債合計 7,614

非流動負債
借入金 18,351
リース負債 360
繰延税金負債 3
引当金 17
その他の金融負債 62
その他の負債 2
非流動負債合計 18,798

負債合計 26,413
資本

資本金 119
資本剰余金 △6,026
利益剰余金 15,117
その他の資本の構成要素 21
親会社の所有者に帰属する持分合計 9,233
非支配持分 △2

資本合計 9,230
資産合計 35,644 負債及び資本合計 35,644

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書（2020年４月１日から2021年３月31日まで） （単位：百万円）

科目 金額

収益
売上収益 34,543
公正価値変動による利得 16,837

収益合計 51,380
売上原価（＊１） 35,081

売上総利益 16,299
販売費及び一般管理費 8,291
その他の収益 58
その他の費用 243

営業利益 7,823
金融収益 1
金融費用 699

税引前利益 7,125
法人所得税費用 2,385

当期利益 4,740
当期利益の帰属

親会社の所有者 4,744
非支配持分 △3

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

　経営者は同業他社との比較可能性を勘案し、「材料費、人件費等」の情報は連結計算書類利用者にとって有用であると考えてい
ることから、連結損益計算書に注記として自主的に開示しております。「材料費、人件費等」は、IAS第41号「農業」に基づき認
識した公正価値変動による利得を含まない当社グループが販売した製品の製造原価及び商品の仕入原価であります。

（＊１）売上原価の内訳
　　　　　　　　　　　　　　材料費、人件費等 18,057
　　　　　　　　　　　　　　公正価値変動による利得 17,023

合計 35,081
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計算書類

貸借対照表（2021年３月31日現在） （単位：百万円）

科目 金額 科目 金額

資産の部
流動資産

現金及び預金
受取手形
売掛金
商品及び製品
仕掛品
原材料及び貯蔵品
その他
貸倒引当金

固定資産
有形固定資産
建物
構築物
機械及び装置
車両運搬具
工具、器具及び備品
土地
リース資産
建設仮勘定

無形固定資産
のれん
その他

投資その他の資産
投資有価証券
関係会社株式
関係会社長期貸付金
前払年金費用
繰延税金資産
その他
貸倒引当金

7,799
3,306

4
1,832

692
1,394

324
249
△5

44,022
17,888

7,835
581

6,254
81

340
2,665

72
56

24,301
24,185

115
1,833

62
656
647
423
265
624

△846

負債の部
流動負債 6,411

買掛金 509
１年以内返済予定の長期借入金 1,156
リース債務 33
未払金 1,700
未払法人税等 1,784
賞与引当金 617
役員賞与引当金 15
株主優待引当金 57
その他 537

固定負債 19,457
長期借入金 19,334
リース債務 41
資産除去債務 17
その他 62

負債合計 25,868
純資産の部
株主資本 25,939

資本金 119
資本剰余金 18,159

資本準備金 44
その他資本剰余金 18,114

利益剰余金 7,660
その他利益剰余金 7,660

繰越利益剰余金 7,660
評価・換算差額等 11

その他有価証券評価差額金 11
新株予約権 2

純資産合計 25,953
資産合計 51,822 負債・純資産合計 51,822

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書（2020年４月１日から2021年３月31日まで） （単位：百万円）

科目 金額

売上高 32,013
売上原価 16,287
売上総利益 15,726
販売費及び一般管理費 9,448
営業利益 6,277
営業外収益

受取利息 6
固定資産賃貸料 8
補助金収入 17
その他 30 62

営業外費用
支払利息 111
シンジケートローン手数料 151
貸倒引当金繰入額 346
その他 111 721

経常利益 5,618
特別利益

抱合せ株式消滅差益 5,723
その他 6 5,730

特別損失
固定資産除却損 109
その他 13 122

税引前当期純利益 11,226
法人税、住民税及び事業税 2,302
法人税等調整額 11 2,314

当期純利益 8,911
（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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監査報告

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
2021年５月14日

株式会社雪国まいたけ
取　締　役　会　御　中

ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 戸　田　　　栄　　㊞業務執行社員

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 新　田　將　貴　　㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社雪国まいたけの2020年４月１日から2021年３月31日までの連結
会計年度の連結計算書類、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書及び連結注記表について監査を行
った。
　当監査法人は、会社計算規則第120条第１項後段の規定により国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成された上
記の連結計算書類が、株式会社雪国まいたけ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況
を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人
の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定
に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、連結計算書類を国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成することを認めている会社計算規則第
120条第１項後段の規定により作成し、適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算
書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価
し、国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成することを認めている会社計算規則第120条第１項後段の規定に基づ
いて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかど
うかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的
に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を
行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実

施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に

際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注

記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企

業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前
提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な
不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業と
して存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成することを認めている会社計算
規則第120条第１項後段の規定に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、
並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監
査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人
の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその
内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告

独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
2021年５月14日

株式会社雪国まいたけ
取　締　役　会　御　中

ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 戸　田　　　栄　　㊞業務執行社員

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 新　田　將　貴　　㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社雪国まいたけの2020年４月１日から2021年３月31日まで
の第４期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以
下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に
係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人
の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に
従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示すること
にある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内
部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、
我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事
項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、
不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
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　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を
行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実

施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際

して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注

記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業

の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提
に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。
監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかととも
に、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示し
ているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人
の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその
内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査役会は、2020年4月1日から2021年3月31日までの第4期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査
役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受け

るほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、インターネッ
ト等を経由した手段も活用しながら、取締役及び内部監査部門その他の部門の使用人等と意思疎通を図り、情
報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、
必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状
況を調査いたしました。また、子会社については、その運営状況等について内部監査部門から報告を受け
たほか、必要に応じて説明を求めました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その
他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行
規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整
備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況につ
いて定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会
計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査
人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる
事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している
旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結財政状態計算書、連結損益計算
書、連結持分変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに

関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。今後
とも、内部統制委員会を中心とする内部統制強化への取り組みを注視してまいります。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人ＰｗＣあらた有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人ＰｗＣあらた有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2021年5月17日

株式会社雪国まいたけ　監査役会
常勤監査役 小 林 嗣 明 ㊞
社外監査役 建 部 和 仁 ㊞
社外監査役 平 田 冨 峰 ㊞
社外監査役 藤 澤 鈴 雄 ㊞

以　上
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雪国まいたけの

CSR活動

環境への取り組み

■■ 環境に配慮した製品作りの取り組み

■■ 生産から販売までのプロセスにおける
   省資源・省エネルギーの取り組み

食の安全・安心への取り組み

■■ 納得いく製品作りのために
　お客様が口にするものを作る企業として、安全な製品作
りのための仕組みである「HACCP」を導入しています。
そして、「HACCP」を客観的に評価してもらうために、
国際的な食品安全の規格である「ISO22000」の認証を取
得しており、HACCPの運営を含む仕組みの継続的な改善
を組織全体で達成すべく、取り組んでいます。

■■ Team Ecoへの参画
　2001年4月にスタートした、UX新潟テレビ21が主催す
る環境保全活動の趣旨に賛同し、2019年から協賛メン
バーとして参加しています。

■■ 南魚沼 - 沖縄金武交流会への協賛
　2019年3月に沖縄県の金武町にある株式会社きのこセン
ター金武が当社グループに加わった事をきっかけに、新潟
県南魚沼市が主催し2007年から金武町と実施している小
学生交流会に、当社は2019年から特別協賛をしています。

■■ 地元小学生の見学受入れ
　地元小学生の校外学習社会科見学の一環として、きのこ
生産・包装センターの見学受入れを行っています。

■■ 地域イベントへの協賛
　地域で開催されるスポーツイベントへの協賛を行うとと
もに、お祭りなどへ積極的に参加することで地域の活性化
に貢献しています。

社会貢献活動

　雪国まいたけが作るきのこ製品には、森林資源や水資源などの多くの自然 
の恵みが活かされています。これらの資源を守り育て、循環可能な調達サイ 
クルを構築することが、私たちの製品を将来にわたりお届けし続けていくた 
めに不可欠です。
　また、きのこ事業に従事する従業員の多くは、それぞれの生産拠点の近隣 
に住み、地域社会とのつながりを大切に、日々仕事をしています。
　雪国まいたけは、環境保全活動への支援や地域社会の活性化・発展への支 
援を通じて、社会の持続可能性を高める社会貢献活動に取り組んでいます。

農薬や化学肥料を
一切使用しない栽培

1

バイオマス
エネルギーの活用

1

鉄道輸送への
モーダルシフト

3

リサイクルトレー
の活用

2

LED照明、地下水利用
による省エネルギー

2

LNGへの転換
4

　また、きのこ栽培は農業であるため、持続的な農業の管
理運営に関わる国際規格である「ASIAGAP」の認証も取得
しています。
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CSR TOPICS 

CO₂低減への取り組み1

　2021年2月より、南魚沼市内の生産者から杉おが粉の仕入を開始しました。近隣の生産者から
仕入れることによるおが粉運搬時のCO2排出量低減、県内産おが粉調達による森林資源の地産 
地消、地元林業の活性化などにつながります。2021年度からは通年調達となる見通しであり、
おが粉全体数量のおよそ1割の納品を予定しています。今後は使用量の多い広葉樹おが粉につい
ても近隣からの仕入を検討し、早期実現を進めていきます。

物流CO2削減予定量（杉おが粉）
取り組みによる結果 2020年度 2021年度 増減量 増減(%)

全体 CO2排出量(tCO2) 94.81 87.97 -6.84 -7.2%
総運搬距離(km) 127,052 118,859 -8,193 -6.4%

当社第4バイオセンターへの
納品の様子

プラごみ削減の取り組み

「雪国まいたけの森づくり活動」を開始

2

3

　まいたけ食べきりパック及びMパックトレー
の材質・材厚を変更することにより、プラごみ
の削減を進めています。2022年3月期は食べき
りパック・Mパックのトレー軽量化により、 
年間合計約158.6tのプラごみ削減を予定して 
います。
　今後は、フィルム製品やノントレー製品の 
ラインアップを拡大し、プラごみ削減による 
環境負荷低減への 取り組みを進めていきます。

　きのこ栽培の原料となるおが粉は、伐採期を迎えた木や、健康な森の育成のために間伐
された木など、森林整備計画により伐採されたものを主に利用し、間接的ながら持続可能
な森林資源の環境整備に貢献してきました。一方、昨今では、森林の荒廃が進み、水源 
涵養や治山といった森林が本来有する機能が果たされないことが危惧されています。
　今後将来にわたり、森林資源の保全に寄与することで、当社事業の持続可能性を更に 
高めるとともに、地域社会の課題解決にも貢献するため、南魚沼市と南魚沼森林組合並び
に新潟県南魚沼地域振興局と森づくり活動に関する協定書を締結しました。当社は、 
健康な森づくりのための除伐や広葉樹の植栽等を行うことで、人と森が共生できる森林 
公園を整備していきます。

トレーを
約16％
軽量化

トレーを
約22.8％

軽量化

※

荒廃した森林を間伐し、木々が育ちやすい
環境を整え、人が訪れる空間をつくる

年間合計約158.6ｔのプラごみを削減予定
※ 2022年3月期販売計画数量による試算

まいたけ食べきりパック まいたけMパック
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中期経営計画 （2020年3月期▶2023年3月期）

基本戦略定量目標

　株式会社雪国まいたけは、主にきのこ製品の製造販売を通じて、国民生活の充実と食文化の繁栄に貢献すること
を目指しています。
　当社は、2015年6月に上場を廃止した後、国内事業の生産性向上や予実管理の改善、事業再編等に取り組んで 
きました。また2017年9月に株式会社神明ホールディングス（以下、「神明HD」という。）が資本参加して 
以降、神明HDのネットワークを活用した顧客開拓や共同売場展開、M&Aによる非連続的な成長に取り組んできま
した。
　当社は、中期経営計画を策定し、今後予想される市場環境や消費者ニーズの変化を捉え、持続的な成長に向けて、
全社一丸となって取り組んでいます。　

営業利益
年平均
成長率 7％前後

プレミアムきのこ
総合メーカーとしての

基盤確立

▷健康ニーズの高まりを背景と 
するさらなる需要創造

▷消費の地域差の解消による 
販売拡大

▷消費の季節差の解消による 
販売拡大

▷外食・中食への進出による 
販売拡大

▷生産キャパシティの 
増強による事業規模拡大

▷新菌や培地の研究開発を通じた
培養日数の短縮や収量の増加、
生産効率及び品質の向上

▷まいたけの生産やカット、 
包装や箱詰め等、センターの 
さらなる自動化・FA化

▷まいたけの持つ豊富な栄養成分
を活用し独自に開発した健康食
品を、主にEコマースチャネル
を通じて販売

▷自社Eコマースサイト「雪国ま
いたけ ONLINE」のブラッ
シュアップ、ウェブサイトを 
通じたプロモーションの強化、
専門人材の獲得と体制の強化 
による、健康食品事業の売上高
拡大と収益性向上を目指す

▷M&Aも活用したプレミアム 
商材、生産・培養技術の獲得、
そして海外市場や川上分野への
進出を通じて、事業ポートフォ
リオのさらなる強化に取り組む

健康需要の拡大を捉えた、 
まいたけ事業を中心とする
トップラインの成長

アグリテックの 
追求による生産性の向上

Eコマースを中心とした 
健康食品事業の拡大

M&Aも活用した
事業ポートフォリオの強化

1

需要拡大につながる
   健康機能性、

きのこ高品質化研究

4

まいたけでの
圧倒的 No.1の

達成と維持

2

財務体質の強化

5

生産・包装の
技術革新の追求

3

当社独自モデルの
海外展開への準備

6

1 3 42
成長戦略
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事
業
規
模

期間

海外展開による成長海外展開による成長

M&Aも活用した
事業ポートフォリオの
強化による成長

M&Aも活用した
事業ポートフォリオの
強化による成長

既存事業の拡大による
オーガニック成長
既存事業の拡大による
オーガニック成長

●  生産工程自動化の推進による
  生産量・効率の向上
●  健康食品×EC事業の拡充

●  高付加価値きのこポートフォリオの強化
●  新規事業・エリアへの進出

●  世界でまいたけ需要を創出

3

2

1

中期経営計画
対象期間

中長期的な成長イメージ
　中長期的には、神明HDとのシナジーを活かしながら、技術革新によるコスト効率化、生産キャパシ
ティの増強やECの販路拡大によるオーガニック成長に加え、M&Aを中心とした事業ポートフォリオの強
化及び海外展開による成長に取り組むことで、さらなる成長を企図していきます。
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見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

六日町駅

FMゆきぐに

ディスポート南魚沼

歩道橋歩道橋

東口
湯沢・高崎

魚野川

新潟・長岡

十日町

新潟

関越自動車道

東京上越線 →

高崎→

→

←

新潟
←

←

→

六日町
IC

警察署
P

291

253

17

P
17 入口

歩
道
橋

六日町交差点

湯沢・高崎 →新潟・長岡
↑

南魚沼市民会館
大ホール

※お車ご利用の
　場合は右図の
　とおり迂回が
　必要です

株主総会会場ご案内図
会　場

お車ご利用の場合
関越自動車道六日町ICより
10分

JRご利用の場合
上越線六日町駅より
徒歩10分
上越新幹線浦佐駅より
タクシーで20分
上越新幹線越後湯沢駅より
タクシーで30分

交通案内

南魚沼市民会館  大ホール
新潟県南魚沼市六日町865番地
TEL 025‐773‐5500（代）


